
11月25日～12月1日は犯罪被害者週間です
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秋の全国交通運動が始まります

犯罪の被害を受けた人は、犯罪によって傷つけられるだけでなく、事件が解決した
後も様々な問題を抱えることになります。
「犯罪被害者週間」をきっかけに、犯罪被害者等への理解を深めましょう。

9月21日から30日までの10日間は「秋の全国交通安全運動」期間です。例
年、日の入りが急激に早まる秋以降は、夕暮れから夜間にかけて重大事故
が多発しています。以下の運動重点に気を付けて交通ルールの遵守に努め
ましょう！

サイン サンクス

被害者が抱える様々な問題

反射材用品等の着用推進や安全な横断方法の実践等による歩行者
の交通事故防止

自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と
交通ルール遵守の徹底

夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用促進と
飲酒運転等の根絶

・精神的ショックや身体の不調
・医療費の負担や失職、転職などによる経済的困窮
・捜査や裁判の過程における精神的、時間的負担
・周囲の人々によるうわさ話やマスコミの取材・報道による精神的被害

サイン＋サンクス運動のご協力をお願いします！

横断歩道を渡る時に歩行者が手を上げる（サイ
ン）などして、運転者へ横断する意思を明確に

横断歩道を渡る時に
歩行者が手を上げる
等のサインをしま
しょう！

停止してくれたドライバーには

「ありがとう」の気持ち（会釈
など）を伝えましょう！

サイン＋サンクス運動には運転者に横断歩行者保護の意識を向上させ、横断歩行者

事故の抑止につながります。みなさんも積極的な実施をお願いします。


